
 

【緊急事態宣言中の『各種健診の受診』について】 

 

 

 令和３年４月２５日付で１都２府１県（東京・大阪・京都・兵庫）を対象に新

型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が発令されております。 

緊急事態宣言発令対象地域における『各種健診（特定健診・特定保健指導

および人間ドック・がん検診）』については、各医療機関が個別に判断する

旨の行政通知を踏まえ、受診を希望する医療機関の受付可否に従ってくださ

い。 

 また、上記以外の地域においても、各種健診を受診される場合は、各医療

機関の健診実施状況を確認の上でご利用をお願いいたします。 
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